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はじめに 

 
2022年 2月 24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻への対応として、京都先端

科学大学（KUAS）は、戦争によりウクライナでの修学が困難となった大学生や大学院

生、研究機会を失った研究者で、日本での大学教育や研究を希望する方々に、本学での

修学・研究機会を提供する「ウクライナ支援プロジェクト」を発足させました。本プロ

ジェクトは、約 30 名のウクライナ人学生や研究者を京都にキャンパスを構える KUAS

に招致することを目標としています。 

 

本稿の執筆時点においても継続されていますが、18 歳〜60 歳のウクライナ人男性は

ウクライナ政府の政令によりウクライナからへの出国が原則禁止されています。これに

より、ウクライナ人学生を避難させようとしている多数の日本国内教育機関の支援活動

に混乱が生じました。 

 

さらに、戦争の混乱により、キーウの在ウクライナ日本国大使館だけでなく、多数の

ウクライナ政府機関が閉鎖されました。このため、移住に係る各種手続きや書類に関す

る正確な情報の取得が難しい状況が続いています。日本の政府機関もこれらの情報を提

供することができません。 

 

このガイドは、日本に留学して勉学を継続したいウクライナ人学生や、ウクライナ人

学生を日本に招きたい国内の学校に対して、京都先端科学大学ウクライナ支援プロジェ

クト（ウクライナから男子学生の避難に成功）の知見を共有することを目的としていま

す。 

 

なお、このガイドは、戦時下におけるウクライナの法令、政府機関の対応、移住手続

きの内情を直接見聞きしたウクライナ人学生の情報提供と協力のもと作成されました。 
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日本の重要な法律と慣習 

 
1) 日本において法律で飲酒・喫煙が認められている年齢は 20 歳以上です。 

 
日本の警察は未成年者の飲酒・喫煙に対し非常に厳格です。20 歳未満の人は、日本で飲酒・

喫煙をしないでください。また、未成年者に飲酒を勧めないでください。この法律に違反した者
は、大学の懲戒処分の対象となり、退学、帰国を余儀なくされる可能性があります。 
 

2) 日本ではすべての薬物は違法です。 
 
一部の西洋諸国と異なり、日本では娯楽用薬物はすべて違法です。薬物の所持または使用で逮

捕された場合、懲役刑または国外退去になります。薬物の使用などは絶対に避けてください。 
 

3) 偽造文書はすぐに発覚します。日本で偽造文書を使用しないでください。 
 

偽造された国民識別書類、パスポート、貨幣、新型コロナウイルスワクチン接種証明書等は認
められません。日本の当局は不正な文書を簡単に見抜くことができます。偽造文書を所持してい
るところを見つかった場合、深刻な事態を招く可能性があります。 
 

4) 日本は清潔な国です。ポイ捨てはしないでください。 
 

日本人はポイ捨てを嫌い、街をきれいに保つために最善の努力をしています。ポイ捨てをせず、
ゴミを捨てるときは掲示されているルールに従いましょう。 
 

5) 日本人は「静かさ」を重んじます。周りの人の迷惑にならないようにしましょう。 
 

通常、日本の電車やバス、エレベーターなどの車内はとても静かです。日本人は混んでいる場
所でも他人に迷惑をかけないよう静かにしています。こうした場所では大きな声での会話は控え
ましょう。 

特に夜間は、寮の外など道を歩くときは大声で話さないようにしましょう。 
 

6) 日本では海賊版による著作権侵害は違法です。メディアを違法にダウンロードしないでくださ
い。 
 

日本のインターネットプロバイダは、ソフトウェア、音楽、映画等の海賊版の作成・使用等を
行った人を特定・処罰するため企業や警察と連携しています。海賊版による著作権侵害は行わな
いでください。 

 
7) 日本とウクライナの法律は異なります。 

 

日本では、日本の法律を知らないからといって、従わなくていいということにはなりません。

（言い換えれば、法律を違反したときに「日本で違法とは知らなかった！」と言っても済まされ

ません。） 

合法・適切なのかわからないことがある場合は、大学のスタッフに尋ねるか、日本の法律や慣

習について自分で調べるようにしましょう。 
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第 1 章：出願と入試のフロー  

 

出願 
 

多くのウクライナ人学生が深刻な状況に直面していることを鑑みて、京都先端科学大学

（KUAS）では、出願と入試のワークフローを「大幅に簡略化」しています。これにより、日

本の一般的な大学入試であれば必要な手順が多数省略され、できるだけ少ない手順で最重要事

項のみを確認することになりました。 

 

ウクライナ人学生が KUAS ウクライナ支援プロジェクトのサポートデスクに連絡すると、以

下の情報の提供が求められます。この情報提供が「出願プロセス」のすべてとなります。  

1. 氏名 
 

2. 生年月日 
 

3. 国籍  
 

4. 現在在籍している学校名／大学名 
 

5. 現在在籍している学部／学科／専門分野名  
 

6. 現在の学年  
 

7. 英語レベル（現時点では大体で OK） 
 

8. 緊急連絡先（WhatsApp 等） 
 

9. 現在の所在地 
 

10.  最寄りの日本大使館（そこまで移動可能ですか？） 
 

11.  現在一緒にいるご家族は？ 
 

12.  あなたはその家族を扶養していますか？（ご家族はあなたと一緒に日本に来る必要がありま
すか？） 
 

13. 手持ちの資金は大体どれくらいですか？  
 

14. 国際パスポート（「ブルーブック」）を持っていますか？ 
 

15. 国際パスポートをお持ちの場合、写真を撮って送ることはできますか？ 
 

16. 「Diia (Дія)*」の学生 ID の写真か、在籍している学校の学生証の写真を送ることはできま
すか？ 
 

17. 当校のウクライナ人学生支援について、どこで知りましたか？（どのウェブサイトかなど） 
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「Diia」 (Дія)について 

 

ウクライナ政府が開発した Diia (Дія)は、身分証明書表示や文書登録が行えるスマート

フォンアプリです。ウクライナ人学生なら誰でも、どこからでも自分の Diia アカウントにアク

セスできるはずです。Diia アプリから、ウクライナの大学生であることを証明する学生 ID のス

クリーンショットを保存することができるようになっています。 

 

Diia の学生 ID ページには、学生の氏名、在籍するウクライナの大学名、学生 ID の有効期限

などの情報が記載されています。 

 

注：Diia 上の情報はウクライナ語で記載されています。大学の入試担当者は、Google 翻訳でス

クリーンショットの写真を撮ることで内容を簡単に確認できます。 

 

＜Diia（Дія）のスクリーンショット＞  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

注：Diia の外観は、学生が使用するスマートフォンの種類

によって若干異なります。左の画像は、Google 翻訳によっ

て英語に翻訳された Diia の一般的な外観の例です。 



P. 7 

入試 

 
出願プロセスと同様に、KUAS のウクライナ避難者向け入試は大幅に迅速化されています。 

 

出願者は、本学が提供するプログラムとの親和性に基づき選考されます。本学とマッチしな

い出願者（本学にない領域を希望している等）には、他大学の情報を提供します。本学とマッ

チする出願者には、なるべく早く面談のアポイントメントを取ります。 

 

面談では、教授陣が口述試験形式で出願者の学力と英語力を確認します。例えば、KUAS 工

学部の場合、数学や物理学に関する問題が出題されます。また、英語力を評価するため、出願

者自身の経歴や境遇などを英語で説明することも求められます。 

 

この面談が「入試」のすべてとなります。合格者には 10 日以内に通知を行い、日本への渡航

に必要な書類（第 2 章、第 3 章参照）を提供します。 
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第 2 章：学生側が用意する書類 

戦争のため、18 歳〜60 歳のすべてのウクライナ人男性にはウクライナ軍への入隊の可能性が

あります。そのため、ウクライナを出国するには、上記年齢層の男性は全員がウクライナ軍の

兵士採用当局（「Commissariat」）より入隊延期許可を取得する必要があります。 

 

幸いなことに、ウクライナ国外へ留学生として招聘されているウクライナ人男性は、入隊延

期許可を取得できる可能性があります。 

 

入隊延期許可を取得するには、学生と受入大学の双方でいくつかの書類を用意する必要があ

ります。以下は、学生側で用意が必要な書類の詳細一覧です。 

 

各項目には以下の情報が記載されています。 

#) 書類の名称 

1. 書類の目的 

2. 書類の発行機関 

3. 書類発行の所要日数・期間 

4. 取得が必要な書類 

5. 書類の提出先 

 

＜書類の写真／雛形＞ 

 

1) 国際パスポート  

1. 目的：海外渡航の際の身分証明 

2. 発行者：行政サービスセンター（CNAP）。CNAP の事務所はウクライナの

すべての主要都市にあります。 

 

CNAP の事務所が所在する都市とウェブサイト一覧：  

● キーウ： https://kyivcnap.gov.ua/   

● リヴィウ： https://city-adm.lviv.ua/services/  

● オデーサ： https://cnap.odessa.ua/  

● イヴァノ＝フランキウスク： https://cnap.if.ua/  

● ハルキウ： https://dozvil.kh.ua/ （一時閉鎖中）   

● テルノーピリ： https://cnap.rada.te.ua/  

● フメリニツキー： https://cnap.khm.gov.ua/  

 

3. 所要期間：10〜20 営業日 

4. 当該書類取得のために必要な書類 

● ウクライナ国民識別 ID 

5. 提示先：ウクライナ国境警備隊、日本の入国審査など 

  

https://kyivcnap.gov.ua/
https://kyivcnap.gov.ua/
https://city-adm.lviv.ua/services/
https://city-adm.lviv.ua/services/
https://cnap.odessa.ua/
https://cnap.odessa.ua/
https://cnap.if.ua/
https://cnap.if.ua/
https://dozvil.kh.ua/
https://dozvil.kh.ua/
https://cnap.rada.te.ua/
https://cnap.rada.te.ua/
https://cnap.khm.gov.ua/
https://cnap.khm.gov.ua/
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＜ウクライナパスポートの例：表紙と最初のページ＞ 

  
 

2) ウクライナ国民識別 ID（別名：「ウクライナ市民パスポート」） 

1. 目的：国内手続きの際の身分証明 

2. 発行者：行政サービスセンター（CNAP）。CNAP の事務所はウクライナの

すべての主要都市にあります。 

3. 所要期間：10〜20 営業日  

4. 当該書類取得のために必要な書類  

● 国際パスポートまたは出生証明書 

● 現住所の証明書 

● 写真（3×4cm） 

5. 提示先：地域の兵士採用事務局の担当者  

 

＜ウクライナ国民識別 ID の例＞ 
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3) 大学発行の招聘状の公証翻訳文（ウクライナ語） 

1. 目的：ウクライナ国外の学校への入学許可証明が 2 部必要です。 

2. 発行者：ウクライナ国内の公証人（翻訳者）役場 

3. 所要期間：1〜2 営業日 

4. 当該書類取得のために必要な書類 

● 受入大学発行の招聘状（英語版、PDF）（第 3 章参照） 

5. 提出先： 

● ウクライナ軍兵士採用事務局（1 部） 

● ウクライナ国境警備隊（1 部） 

 

＜招聘状の翻訳文と添付公正証書の例＞ 
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4) 兵士採用事務局発行の登録証明書  

1. 目的：入隊延期の証明  

2. 発行者：ウクライナの全都市にある兵士採用事務局  

3. 所要期間：ばらつきがある 

4. 当該書類取得のために必要な書類  

● ウクライナの大学発行の「20 号様式（Form 20）」証明書 

5. 提出先：ウクライナ国境警備隊 

 

＜「20 号様式」証明書の例＞  
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＜軍登録証明書―表面・裏面＞ 
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5) 海外留学証明書  

1. 目的：海外大学への留学の確認 

2. 発行者：ウクライナの全都市にある兵士採用事務局  

3. 所要期間：約 1 週間 

4. 当該書類取得のために必要な書類 

● 受入大学発行の招聘状の公証翻訳文（ウクライナ語） 

● 兵士採用事務局発行の登録証明書 

5. 提出先：ウクライナ国境警備隊 

 

 

＜海外留学証明書の例＞ 
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6) 保護者同意書（学生が 17 歳以下の場合） 

1. 目的：学生の保護者が日本への留学を許可していることの証明 

2. 発行者：学生の保護者  

3. 所要期間：場合による 

4. 当該書類取得のために必要な書類：なし 

5. 提出先：ヨーロッパの日本国大使館および日本の入国管理当局（日本入

国後） 

 

＜保護者同意書の例＞  
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第 3 章：受入大学側が用意する書類  

ウクライナ人学生の避難を迅速化するため、大学側はいくつかの書類を用意する必要があり

ます。加えて、学生が男性の場合は、ウクライナ軍への入隊延期申請が必要となる可能性があ

るため、招聘状の作成が必要です。 

 

以下は、大学側で用意し、合格後に学生へ送付する必要がある書類の詳細一覧です。学生の

状況（現在どれぐらい危険な状態にあるか等）によって、極めて早急な発行が必要な場合があ

ります。 

 

各項目には以下の情報が記載されています。 

#) 書類の名称 

1. 書類の目的 

2. 書類の提出先 

 

＜書類の写真（雛形）＞ 
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1) 入学許可書 

1. 目的：大学の入学許可の証明 

2. 提出先：学生（自身の学歴記録のため） 

 

＜入学許可書の例＞ 
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2) 招聘状 

1. 目的：男子学生の海外大学への入学許可証明 

2. 提出先：学生。当該書類の最終的な提出先については第 2 章第 3 節を参照。 

 

注意：招聘状には、学生が正規生として入学することを明記し、修学の開始日と終了日

を明確に記載する必要があります。 

 

＜招聘状（英語版）の例＞ 
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ビザ発行依頼書 

1. 目的：身元保証書のカバーレター。緊急ビザ申請の際に日本国大使館に提出。 

2. 提出先：学生。学生がウクライナ出国後に最寄りの日本国大使館に提出する。 

 

＜カバーレターの例（日本語と英語）＞ 
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3) 身元保証書（日本語） 

3. 目的：ビザ申請の際に、学生が日本国大使館に提出（KUAS の場合、学生の所属

先となる学部の学部長がこの書類上の「保証人」となる）。 

4. 提出先：学生。学生がウクライナ出国後に最寄りの日本国大使館に提出する。 

 

＜身元保証書の例＞ 
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第 4 章：ウクライナの出国と国境通過 

学生への注：本章は個々のウクライナ人の経験に基づいており、結果は人により異なる場合が

あります。 

 

まずは、第 2 章と第 3 章に記載の書類をすべて取得することが非常に重要です。軍関係者や

国境警備隊は非常に厳格です。本文執筆時点において、あらゆるウクライナ出国の試みに対し

制限を受ける傾向にあります。 

 

個々人の経験によれば、必要書類はすべて地元で取得したほうが、出国・留学請願の正当性

が高まると思われます。戦争が原因ですべての書類を居住地で取得することが難しい場合は、

最寄りの CNAP 事務所を探して、「一時避難民」登録を行ってください。その後、地域の兵士

採用事務局にて出国申請手続きを行ってください。 

  

 

1) 国境まで安全に移動する 

最も安全で現実的な移動手段は列車で、その次にバス、最後が車だと考えられていま

す。これまでの情報によると、比較的安全に移動できる地域とそうでない地域がありま

す。以下の地図はそうした状況を大まかに表したものです。 
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2) 国境検問所で書類を提出する 

1. 書類は以下の順番で提出します。 

a) 国際パスポート 

b) 軍登録証明書 

c) 海外留学証明書 

d) 大学発行の招聘状の公証翻訳文 

 

2. 書類の提出先：国境警備隊員 

国境までの移動手段によって、国境警備隊員の階級が異なる場合があ

ります。ほとんどの場合、バスまたは車で移動する市民の書類のチェッ

クは一等兵／二等兵が行い、列車乗客の書類チェックは伍長が行います。

一部の国境警備隊員は、男性が国境を通過するのに必要な書類を誤解し

ている可能性があることに留意してください。また、判断に責任追いた

くないという人もいます。そのような状況が発生した場合は、すぐに曹

長との話し合いを要請してください。 

  

3) 国境警備隊に関するよくある質問： 

1. 質問は誰にされますか？ 

ほとんどの場合、質問をするのは検問所を受け持つ曹長です。一等兵

／二等兵または伍長が質問を行うこともあります。下級兵士は情報に疎

い場合があることに留意してください。疑問が生じた場合は、すぐに曹

長との話し合いを求めてください。 

 

2. 国境警備隊はどのような質問をすることが多いですか？ 

a) 招聘された海外の大学に入学する前は、ウクライナの大学の学生だった

か？ 

b) 留学プログラムの期間は？ 

c) 留学プログラムはいつ開始するのか？ 

d) フルタイムの学生として在籍していたことはあるか？ 

e) 国境を通過した後は、次に何をする必要があるか？ 

 

3. 国境通過のプロセス全体はどれぐらいの時間を要しますか？ 

所要時間は国境までの交通手段によります。バスまたは車の場合は約 2

時間、満員の列車の場合は最大 3 時間かかることがあります。 
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第 5 章：日本国大使館、新型コロナウイルス関連手

続き、ヨーロッパ出国 

 

1) 日本国大使館の訪問と「短期滞在」ビザの申請 

 

1. 日本国大使館の訪問予約 

可能であれば、ポーランドの日本大使館に行くことをお勧めします。ウクラ

イナ語を話せる職員がおり、かつウクライナ避難民支援のため職員を増員して

いるためです。ポーランドの日本国大使館の場合は、予約は必要ありません。

直接大使館に行き、案内を求めてください。 

 

2. ビザ申請書＜PDF のダウンロードはこちら＞ 

大使館では、職員からビザ申請書の記入を求められます。記入方法がわから

ず、大使館職員も十分な説明ができない場合は、受入大学のスタッフに問い合

わせてください。 

 

記入例は次のページをご覧ください。 

 

3. 日本入国に必要な書類 

大使館の職員より、日本入国に際して必要な新型コロナウイルス関連の手続

きについて説明があると思います。これら手続きの詳細については、本章の次

の節をご覧ください。 

  

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/application1.pdf
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＜ビザ申請書の記入例＞ 
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2) 新型コロナウイルス関連の入国手続きの準備 

日本へ渡航するには、新型コロナウイルス検査機関で渡航前 72 時間以内に PCR 検

査を受ける必要があります。PCR 検査の後、医師よりデジタル版の検査結果である

「検査証明書」が発行されます。 

 

次に、「MySOS」というアプリをスマートフォンにインストールし、検疫手続事

前登録フォームの入力を行います。（以下参照） 

 

最後に、「誓約書」と「質問票」の記入も必要です。これらの書類は日本大使館

や空港、機内で配布される可能性があります（以下参照）。 

 

検査証明書、MySOS アプリ、誓約書、質問票はすべて、降機後に検疫所に提示／

提出します。 

 

＜日本の新型コロナウイルス関連の入国手続きのフローチャート例＞ 

 
 

1. PCR 検査機関を予約する 

ポーランドの場合、以下の検査機関で日本の検疫所が認めている種類の PCR

検査を受けることができます。 

 

DIAGNOSTYKA Laboratory 

（ポーランド語、英語、ロシア語、ドイツ語のウェブサイト有り） 

検査費用：350PLN（約 10,500 円/72 ユーロ） 

こちらから検査場を選択してください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://diag.pl/katalogi/placowki/


P. 26 

PCR 検査の後、医師よりデジタル版の PCR 検査結果（別名「検査証明書」）

が発行されます。この検査証明書は、日本到着時に検疫所に提出する必要があ

ります。 

 

 

＜医師記入済みの新型コロナウイルス検査証明書の例＞ 

 



P. 27 

 

2. MySOS アプリのインストールと検疫手続事前登録 

 

PCR 検査の結果を受け取ったら、MySOS アプリをインストールし、アプリ

上で検疫手続の事前登録を行うことを強くお勧めします。（以下参照） 
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3. 誓約書と質問票 

PCR 検査証明書以外に、新型コロナウイルス関連手続きで学生による準備が

必要な書類が 2 つあります。これらは日本到着時に入国審査で提出するもので

す。 

 

a. 誓約書  

この書類は大使館で配布されます（空港または機内で配布される可能性

もあり）。日本で隔離待機する場所の住所、受入大学の緊急連絡先の電話

番号、パスポート番号、氏名、日付を記入します。 

 

＜誓約書の記入例＞ 
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b. 質問票 

政府ウェブサイトの記入要領を読み、質問票に記入してください。記入

の仕方がわからない質問がある場合は、大学スタッフにご連絡ください。 

 

3) E チケット 

日本国大使館からビザが発行された後、大学より E メールで航空券の E チケット

が送付されます。最寄りの国際空港から、成田国際空港（NRT）、羽田空港（HND）

または関西国際空港（KIX）へのフライトの利用をお願いします。 

 

重要事項： 

 

● フライト出発時刻の 72 時間前以内に、確実に PCR 検査

を完了するようにしてください。 

 

● フライト出発時刻の少なくとも 3 時間前までに、空港に

到着しているようにしてください。国際線は待ち時間が

長くなります。 

 

● 空港に向かう前に、確実に「MySOS」アプリのインス

トール・入力を行ってください。 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_questionnaire.html
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/
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第 6 章：日本への入国とその後 

1) 外国人入国記録カード 

日本入国にあたって、外国人は入国審査時に「入国記録カード」の提出が必要です。

通常は機内でこの用紙の記入が求められます。 

 

 

＜入国記録カードの記入方法―表面・裏面＞ 
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2) 入国審査  

入国審査時に、ヨーロッパ出発前に用意した書類（第 5 章参照）の提出が必要です。 

 

● 検査証明書（新型コロナウイルス PCR 検査結果） 

● 誓約書 

● 質問票  

● 入国記録カード 

 

また、入国審査ではこのような書類一式が配布されます。機内などで読み、内容をよ

く理解するようにしてください。 

 

3) 到着時の新型コロナウイルス検査と隔離待機 

到着時に、以下の一部またはすべての実施が求められることがあります。 

 

1. 到着時の新型コロナウイルス検査 

2. 指定ホテルでの隔離待機 

3. 大学到着後、寮での隔離待機 

4. 隔離期間中の所在地を追跡するアプリのインストール 

 

入国審査官から何をすればよいか指示があるので、それに従ってください。日本入国

後に気分が悪くなった場合は、すぐに大学に連絡してください。 

 

4) 入国審査通過後 

1. 入国審査を通過すると、大学が手配したガイドが待っています。ガイドが空港か

ら東京駅までご案内します。 

 

2. 東京駅では、京都行き新幹線への乗車をお手伝いします。東京から京都まで、新

幹線で約 2.5 時間です。 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1HIw0kmhSkOTwTROsgV1uqbkl2IKdW_Kd/view?usp=sharing
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3. 京都駅に到着し、新幹線口を出たら、別のガイドが指定の隔離用ホテルにご案内

します。 

 

4. 1〜8 日間（新型コロナウイルス陰性かどうかや、滞在した国によって異なる）

隔離待機をした後、大学スタッフがホテルからキャンパスまで送迎します。 

 

5) その後は？ 

安全に日本に到着した後も、いくつかタスクが残っています。中でも最も大事なもの

は以下のとおりです。 

 

● 日本に短期滞在ビザで到着したウクライナ人学生は、出入国在留管理局に行き、

長期滞在ビザを受け取る必要があります。 

 

● パスポートの残存有効期限が短い場合は、在日ウクライナ大使館でパスポートの

更新が必要です。 

 

● また、地域の区役所等で住民登録と国民健康保険の手続きを行い、日本の銀行口

座を開設し、携帯電話を入手する必要があります。これらのタスクは大学がお手

伝いします。 

 

● 男性のウクライナ人学生は、定期的にウクライナ軍宛に日本留学中であることを

証明するレターを提出する必要がある場合があります。 大学にレターの発行を

依頼した上で、ウクライナ宛に自分で送付してください。 

 

● ワクチン接種を日本で受けることができますが、通学の条件として法律で義務付

けられているわけではありません。ウクライナで偽造のワクチン接種証明書を取

得している場合は、削除または破棄し、日本国内では使用しないでください。 
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第 7 章：その他のリソース 

 

以下は、ウクライナ人避難民が日本に定住し、必要なサポートを受けられるよう、日本政府、

京都市、その他様々な機関が提供しているリソースです。 

 

以下の各項目には、連絡先と提供されているサポート内容が記載されています。これらリ

ソースはご自由にお使いください。 

 

1) ウクライナ・京都市民ぐるみ受入支援ネットワーク 

1. サポート内容：ボランティア、通訳翻訳サービス（日本語⇔ウクライナ語） 

2. 連絡先（電話）：075-752-3511 

3. 受付時間：9：00〜21：00（月曜定休） 

 

2) 外国人在留支援センター（FRESC） 

（出入国在留管理庁―日本滞在ウクライナ人向け情報） 

1. サポート内容：ウクライナ人向けのお役立ち情報（ニュースレター） 

2. 連絡先：ukraine_support@i.moj.go.jp 

3. 受付時間：24 時間 

 

 

 

 

mailto:ukraine_support@i.moj.go.jp

